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◎群馬県告示第１２１号 

 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされた同令による改正前の地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２第１項の

規定により、次のとおり県税の収納の事務を委託した。 

  令和７年４月２５日 

群馬県知事 山 本 一 太 
 

委託を受けた者の所在地及び名称 委託した事務の内容 委託期間 

東京都品川区西品川一丁目１番１号 
住友不動産大崎ガーデンタワー２２階 
LINE Pay 株式会社 

収納した県税及びその県
税に係る収納情報の取り
まとめ 

令和７年４月１日から令和
８年３月３１日まで 

 

 

 

◎群馬県告示第１２２号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

  令和７年４月２５日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

唐沢２－１地区急傾斜地崩壊危険区域 

 群馬県桐生市広沢町七丁目及び太田市吉沢町の区域内の土地のうち、次の１点から６点までを順次結んだ線及び

１点と６点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

 １点 北緯３６度２１分４１秒３０６９ 

東経１３９度２１分４７秒４７８７ 

２点 北緯３６度２１分４４秒０９７６ 

東経１３９度２１分４５秒７３６２ 

 ３点 北緯３６度２１分４５秒７４０６ 

東経１３９度２１分４５秒１６７８ 

 ４点 北緯３６度２１分４７秒０９１９ 

東経１３９度２１分４８秒０５４４ 

 ５点 北緯３６度２１分４５秒２８３７ 

東経１３９度２１分４９秒３７７３ 

 ６点 北緯３６度２１分４１秒８０６９ 

東経１３９度２１分５０秒５０１４ 

 この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課、群馬県桐生土木事務所及び太田土木事務所において縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第１２３号 

■ 告  示 
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画都市高速鉄道を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

  令和７年４月２５日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画都市高速鉄道 日本国有鉄道両毛線 

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市古市町地内 

３ 縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課 

 

 

 
 
◎群馬県選挙管理委員会告示第２３号 

 次の団体は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第２項の規定により、令和７年４月１日以

降、政治活動（選挙運動を含む。）のために寄附を受け、又は支出をすることができない団体となったので、同条

第３項の規定に基づき、公表する。 

  令和７年４月２５日 

                            群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

政 治 団 体 の 名 称
 

代表者の氏名
 会計責任者の 

氏    名 
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

 

今野郷士後援会（百年会） 今野郷士 今野郷士 館林市松沼町２８－３ 

ときめく未来をつくる会 山本裕子 山本裕子 邑楽郡邑楽町中野３０８６－３ 

小林但弥後援会 小林但弥 相澤幸司 館林市成島町４１１－４２ 

小山久利後援会 小山久利 小山喜代子 北群馬郡榛東村新井１２６５ 

さくらいまさひろを育てる会 小島光雄 櫻井佐和子 館林市西美園町７５６－３２ 

塩野ひろや後援会 青木克孝 塩野財男 みどり市笠懸町久宮３３８ 

須永ともやす後援会 須永朝康 須永悦子 前橋市下細井町６１５－２ 

丸山芳典後援会 丸山芳典 丸山芳典 高崎市倉渕町権田１３８－１ 

みわこＦａｎＣｌｕｂ 藤井美和子 清水敏信 沼田市利根町平川１３８５－１ 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２４号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 

  国会議員関係政治団体以外の政党の支部 

■ 選挙管理委員会告示 



 令和７年４月２５日（金）         群 馬 県 報                第１０２９３号 

 

4 

政 治 団 体 の 名 称 

代表者の氏名 
会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

１以上の市町村等の区域を 
単位として設けられる支部 

届 出 年 月 日 

自由民主党群馬県みどり市第三支部 丹羽あゆみ 佐田洋 みどり市大間々町大間々４６０－３ 

○ 令和７年３月６日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

  国会議員関係政治団体以外の政治団体 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

浅見たかし後援会 浅見隆 浅見栄子 北群馬郡榛東村新井３６６－４ 

令和７年３月３日 

井田雅彦後援会 井田雅彦 吉野静香 邑楽郡大泉町吉田２４６６－８７ 

令和７年３月２４日 

かまやちさとし群馬後援会 須藤英仁 有坂拓 前橋市千代田町１－７－４ 

令和７年３月１１日 

新・館林を創る会 佐藤聡 佐藤聡 館林市花山町３３６７－１ 

令和７年３月３日 

すぎとたけし友の会 富岡岳 富岡岳 桐生市平井町１－１４ 

令和７年３月１８日 

大日本誠桜會 一倉真史 一倉真史 伊勢崎市赤堀今井町１－５５－１２ 

令和７年３月１９日 

三俣実後援会 三俣実 三俣せつ子 北群馬郡榛東村山子田１５８５ 

令和７年３月１８日 

吉沢こういち後援会 吉澤美代子 吉澤浩一 北群馬郡榛東村長岡９１５－８ 

令和７年３月２１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２５号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。 

令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
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政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

群馬維新の会 代表者の氏名 中司宏 浦野靖人 令和７年 
３月１日 

参政党群馬第１支部 会計責任者の
氏名 

小川清子 久保美鶴 令和７年 
３月１１日 

参政党群馬第２支部 会計責任者の
氏名 

南雲伸斗 菅野早苗 令和７年 
３月３日 

自由民主党藤岡支部 主たる事務所
の所在地 

藤岡市森２５７ 藤岡市中大塚９５２ 令和７年 
３月２１日 

代表者の氏名 針谷賢一 神田和生 令和７年 
３月２１日 

会計責任者の
氏名 

大久保協城 関口剛史 令和７年 
３月２１日 

自由民主党前橋支部 主たる事務所
の所在地 

前橋市三俣町２－２０
－７ 

前橋市上佐鳥町６８５ 令和５年 
１２月１日 

代表者の氏名 狩野浩志 中沢丈一 令和５年 
１２月１日 

会計責任者の
氏名 

安本裕幸 関根浄二 令和５年 
１２月１日 

自由民主党みどり市支部 会計責任者の
氏名 

須藤恵 飯塚静夫 令和７年 
３月３日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

愛国絆同盟 会計責任者の
氏名 

板垣広忠 酒井匡範 令和７年 
１月１日 

飯塚久夫後援会 代表者の氏名 飯塚綾子 飯塚久夫 令和７年 
１月８日 

石野時久後援会 会計責任者の
氏名 

秋葉和樹 茨原和也 令和７年 
３月２５日 

井上克彦後援会 主たる事務所
の所在地 

館林市坂下町３２４３
－１ 

館林市坂下町３２４３
－２ 

令和７年 
３月２６日 

会計責任者の
氏名 

川島義弘 大橋功 令和７年 
３月２６日 

工藤ひでひと後援会 会計責任者の
氏名 

工藤英人 工藤敏子 令和７年 
２月２０日 

栗原だいすけ後援会 主たる事務所
の所在地 

藤岡市立石８１０－５ 藤岡市森５８５－２ 令和６年 
４月１５日 

群馬県ＬＰガス政治連盟 代表者の氏名 柴山聡一郎 山田陽一 令和６年 
５月２９日 

子どもたちの通学の安心 会計責任者の 松岡三枝子 盾巴 令和７年 
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安全を守る会 氏名 ３月２６日 

世代交代おおた 政治団体の名
称 

世代交代おおた おおた未来プラットフ
ォーム 

令和７年 
３月７日 

代表者の氏名 茂木光男 穂積昌信 令和７年 
３月７日 

水野よしのり後援会 代表者の氏名 上原静男 樹下啓示 令和６年 
８月２４日 

三石哲也後援会 主たる事務所
の所在地 

伊勢崎市太田町１２０
５ー１６ 

伊勢崎市太田町１８９
－３ 

令和６年 
９月１４日 

三井のぶひで後援会 主たる事務所
の所在地 

高崎市中豊岡町５００
ー８１ 

高崎市下豊岡町１３３
５－２２ 

令和６年 
４月２９日 

山本修後援会 会計責任者の
氏名 

山本修 山本日出男 令和７年 
３月２５日 

渡辺かんじ後援会 会計責任者の
氏名 

渡邊喜代子 三沢幸男 令和６年 
１１月１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２６号 

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

立憲民主党群馬県第１区総支部 白井桂子 令和７年２月２８日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

飯塚久夫後援会 飯塚綾子 令和７年１月８日 

片貝喜一郎後援会 片貝喜一郎 令和６年１２月３１日 

さいとう誠後援会 齋藤誠 令和７年３月１０日 

まえばし女性の会 野中有理 令和６年１２月３１日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２７号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。 
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令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体の 
届 出 を し た 者 
（代表者）の氏名 

公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 

富岡岳 桐生市議会議員 すぎとたけし友の会 桐生市平井町１－１４ 令和７年 
３月１７日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２８号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第３項第３号の規定により届出のあった資金管理団体の

異動事項は、次のとおりである。 

令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   
 

資金管理団体 
の届出をした 
者 の 氏 名 

資金管理団体
の 名 称 

異動事項 新 旧 異動年月日 

栗原大輔 栗原だいすけ
後援会 

主たる事務
所の所在地 

藤岡市立石８１０－５ 藤岡市森５８５－２ 令和６年 
４月１５日 

穂積昌信 ほづみ昌信後
援会 

公職の種類 太田市長 群馬県議会議員 令和７年 
２月１７日 

三井暢秀 三井のぶひで
後援会 

主たる事務
所の所在地 

高崎市中豊岡町５００
－８１ 

高崎市下豊岡町１３３
５－２２ 

令和６年 
４月２９日 

三石哲也 三石哲也後援
会 

主たる事務
所の所在地 

伊勢崎市太田町１２０
５ー１６ 

伊勢崎市太田町１８９
－３ 

令和６年 
９月１４日 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第２９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和７年４月２５日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，５６０ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を
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 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９７，２４５ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，１０５ 

甘楽郡 ５，８８２ 

吾妻郡 １４，３２８ 

利根郡 ８，７１１ 

佐波郡 ９，８６０ 

邑楽郡 ２６，２９６ 

前橋市 ９１，３２４ 

高崎市 １０２，１４６ 

桐生市 ２９，２５７ 

伊勢崎市 ５５，６２８ 

太田市 ５８，５４２ 

沼田市 １２，５０３ 

館林市 ２０，２７０ 

渋川市 ２０，７５５ 

藤岡市・多野郡 １８，３８８ 

富岡市 １２，８０６ 

安中市 １５，５９２ 

みどり市 １３，５９８ 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第３０号 

 病院の院長が不在者投票管理者となるべき病院ならびに老人ホームの長が不在者投票管理者となるべき施設の定

め等の告示（昭和４１年群馬県選挙管理委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年４月２５日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 
                             「ケアハウスこころ 
 表２の項中「ケアハウス こころ 同  細谷町７０－６」を 
                              地域密着型特別養護老人ホーム愛光園ユニット 
 
 
 同  細谷町７０－６ 
                 に改める。 
 同  新田上江田町１５１３－１」 
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群
馬
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日 

群
馬
県
議
会
議
長 

須 

藤 

和 

臣 
 

 

群
馬
県
議
会
規
則
第
二
号 

 
 
 

群
馬
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
議
会
委
員
会
傍
聴
規
則
（
平
成
十
一
年
群
馬
県
議
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
裏
面
４
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

 

          
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                 

                          

■ 

議
会
規
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４
 
傍
聴
席
で
は
、
次
の
事
項
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
。

 

 
⑴

 
静
粛
に
す
る
こ
と
。

 

 
⑵

 
委
員
会
室
に
お
け
る
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
公
然
と
可
否
を
表
明
し
、

又
は
委
員
会
室
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
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と
。

 

 
⑶

 
ス
マ
ー
ト
フ
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ン
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
そ
の
他
の
情
報
通
信

機
器
の
電
源
を
切
る
こ
と
。
た
だ
し
、
会
議
資
料
等
の
閲
覧
の
た
め
、
特
に
委
員
長
の
許
可
を

得
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
⑷

 
飲
食
又
は
喫
煙
を
し
な
い
こ
と
。

 

 
⑸

 
そ
の
他
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
な
い
こ

と
。
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 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年４月２５日 

群馬県警察本部長 倉 木 豊 史   

１ 調達内容 

 (1) 借入件名及び数量  通信機器等賃借 一式 

 (2) 借入件名の特質等 入札説明書による。 

 (3) 借入期間 令和８年３月１日（日）から令和１４年２月２９日（日）まで 

 (4) 借入場所 群馬県警察本部等 

 (5) 入札方法 上記(1)の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書

に記載すること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

であること。 

   なお、この公告の日現在で資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の規定により、

令和７年５月１３日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、同月２３日

（金）午後４時までに資格者名簿の登載を確認し、群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係へその旨連絡す

ること。 

 (3) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、資格の再認定を受けた者は、この限りでない。 

 (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 (7) 本調達物品納入後の保守体制が整備されていることを証明した者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７１－８５８０ 群馬

県前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県警察本部警務部会計課調度・契約係 電話０２７－２４３－０１１０ 

内線２２１４～２２１６ 

 (2) 入札説明書の交付方法 令和７年４月２５日（金）から同年５月２３日（金）までの日（群馬県の休日を定

める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を除 

■ 入札公告 
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く。）の午前９時から正午及び午後１時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。 

 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する導入予定機器等一覧表、入札参加

資格確認申請書及び資料（以下「申請書等」という。）次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければ

ならない。 

   なお、提出された申請書等について群馬県警察本部が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければな

らない。また、入札参加資格確認結果は、令和７年５月２７日（火）までに入札参加資格確認結果通知書で通

知する。 

  ア 申請書等の提出期限 

   (ｱ) 導入予定機器等一覧表 令和７年５月１２日（月）午後５時まで 

  (ｲ) 入札参加資格確認申請書及び資料 令和７年５月２３日（金）午後５時まで 

    受付日及び時間は、休日条例第１条第１項に規定する休日を除く日の午前９時から正午及び午後１時から

午後５時まで。申請書等の詳細にあっては、入札説明書による。 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は上記(1)の場所に持参とする。 

    なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「通信機器賃借導入予定機器等一覧表在中」又は「通信機器等賃借入札参加資格確認申請書類在 

中」と朱書きすること。 

  ウ 提出部数 １部 

 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和７年６月４日（水）午前９時３０分 群馬県警察本部庁舎地下１階入札

室（郵送による場合は、書留郵便とし、同月３日（火）午後５時までに上記(1)の場所に群馬県警察本部警務

部会計課長宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「通信機器等賃借入札書在中」と朱書きするこ

と。） 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金及び契約保証金 免除 

 (3) 入札の無効 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

 (4) 契約書作成の要否 要 

 (5) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

   なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者に直ちにくじを引かせ、落札者を決定する。

この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引

くことができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとす

る。 

 (6) その他 詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

 (1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: KURAKI Toyofumi, Chief of Gunma  

  Prefectural Police Headquarters 

 (2) Nature and quantity of the services to be required: Lease of communication equipment,etc 1 set  

 (3) Lease period: From March 1, 2026 through February 29, 2032 

 (4) Delivery place: Gunma Prefectural Police Headquarters,etc. 
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 (5) Bidding deadline: June 4, 2025 at 9:30 a.m.(Bids submitted by mail must be submitted by 

registered mail and must be received no later than June 3, 2025 at 5:00 p.m.) 

 (6) Contact point for the notice: Contract Section, Finance Division, Department of Police 

Administration Gunma Prefectural Police Headquarters, 1-1-1, Ote-machi, Maebashi-shi, Gunma-ken, 

371-8580, Japan, TEL 027-243-0110(ext.2214 to 2216)(Japanese language only) 

 

 

 
 
 次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年４月２５日  

群馬県知事  山 本 一 太   

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県政広報紙「ぐんま広報」及び「群馬県議会だより」の製作・発行委託

業務 

 「ぐんま広報」 １回につき４８９，５００部 １２回発行 

 「群馬県議会だより」 １回につき４９０，１００部 ４回発行 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部メディアプロモーション課 群馬県前

橋市大手町一丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年３月１９日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ＪＯＥＴＳＵ 群馬県前橋市大渡町２－２－１ 

５ 落札金額 ４７，８３４，８２０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年２月４日 

 

 

 

 次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年４月２５日  

群馬県知事  山 本 一 太   

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 県政広報紙「ぐんま広報」及び「群馬県議会だより」の新聞折込配布委

託業務 １回につき４６７，０００部を１２回 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部メディアプロモーション課 群馬県前

橋市大手町一丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年３月１９日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社総合ＰＲ 群馬県前橋市元総社町９３６－４ 

５ 落札金額 ５４，６５７，６８０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札公告をした日 令和７年２月４日 

 

 

 

■ 落  札 
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 次のとおり随意契約の相手方を決定した。 

  令和７年４月２５日 

群馬県知事 山 本 一 太 

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 クリエイティブ人材の発掘・育成をテーマとした県広報番組の制作

及び放送業務 １回につき３０分間を３２回 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部メディアプロモーション課 群馬県前

橋市大手町一丁目１番１号 

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和７年３月３１日 

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 群馬テレビ株式会社 群馬県前橋市上小出町三丁目３８番地の２ 

５ 随意契約に係る契約金額 １２９，９２７，６００円 

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約 

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当 

 

 

 

次のとおり随意契約の相手方を決定した。  

    令和７年４月２５日  

群馬県知事  山  本  一  太      

１  随意契約に係る特定役務の名称及び数量  県税電算総合システム保守運用業務委託  一式  

２  契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地  群馬県総務部税務課  群馬県前橋市大手町一丁目１番１ 

号  

３  随意契約の相手方を決定した日  令和７年４月１日  

４  随意契約の相手方の名称及び所在地  株式会社ジーシーシー  群馬県前橋市上大島町９６番地  

５  随意契約に係る契約金額  ９７９，８０７，７１６円  

６  契約の相手方を決定した手続  随意契約  

７  随意契約の理由  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２ 

号）第１１条第１項第２号該当 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年４月２５日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称及び予定数量 Ａ重油（ＪＩＳ１種１号） １，５４９，０００リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県病院局経営戦略課財務係 群馬県前橋市大手町一

丁目１番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年３月２５日 

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ヨコタ 絆ネットセンター深谷 埼玉県深谷市瀬山７８７ 

５ 落札金額 ９５．８０円（１リットル当たり） 
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６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 入札を公告した日 令和７年２月１２日 

８ 契約方法 単価契約 
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